
大和市告示第７６号 

 計量法（平成４年法律第５１号）第２０条第１項の規定により、計量法施行令（平成５年政令第

３２９号）第１０条第１項第１号に規定する非自動はかり、分銅及びおもりの定期検査を次のとお

り指定定期検査機関に行わせる。 

  平成３１年４月１日 

大和市長 大 木  哲 

 

１ 指定定期検査機関 

 (1) 名称 

公益社団法人神奈川県計量協会 

 (2) 主たる事務所の所在地 

横浜市神奈川区浦島丘４番地 

２ 指定の期間 

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 


